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松 居 亘 １．保育および教育現場におけ
　　る感染症対策について

感染症とは、細菌・ウイルス・真菌などの病原微生物が経口・経皮その他種々の経路により、人お

よび動物の体に侵入し、定着、増殖して感染をおこすと組織を破壊したり、また、病原微生物が毒素

を出して体に害を与えると、一定の潜伏期をへた後に病気になることを言います。その感染源は、飛

沫感染・経口感染・接触感染・医療的行為による感染・昆虫による媒介など様々な感染があります。

病名としては、インフルエンザ・赤痢・結核・日本脳炎・はしか・風疹・破傷風・しょうこう熱・膀

胱炎などがあります。

保育園や学校には、成人と比べて抵抗力が未発達な園児・児童・生徒が集団生活をしており、様々

な感染症が発生しやすく、また、保育園内・学校内で感染が拡大しやすい状況にあります。飛沫感染

や接触感染をどう防ぐかが常に大きな課題となっており、日頃より感染症予防対策を図って、感染症

のリスクから子供たちを守っていく必要があります。

  保育および学校現場における感染症対策について伺います。

（１）園児・児童・生徒の健康管理と早期発見について、どのように努めておられるか。

（２）保育士・教職員の健康管理と早期発見について、どのように努めておられるか。

（３）感染症対策に関して、保育士・教職員の研修等はどのように図っておられるか。

（４）感染症予防のための環境整備はどのように行っておられるか。

（５）保育および教育現場において、独自の感染症対策マニュアルは設けておられるか。

学校教育課長

平成３０年６月７日

◆１０人が一般質問を行います
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２．（仮称）多賀スマートイン
    ターチェンジ整備事業につ
    いて

  （仮称）多賀スマートインターチェンジ整備事業は、平成27年6月30日に国土交通省によりスマート

インターチェンジ準備段階調査個所として選定され、同年9月19日には当時の太田国土交通大臣が多賀

サービスエリアを視察され、ストック効果の高いインターチェンジとして整備の必要性を明言されま

した。以来、上下線のランプ形状について様々な検討がなされ、一時は近接する住宅への影響の大き

さから、上り線のランプ形状について紛糾する時期もありましたが、関係地区の理解と協力ならびに

町当局の熱意ある取り組みにより、整備推進の方向性が得られたことは大変喜ばしいことと思いま

す。

  スマートインターチェンジの整備は、新たな企業の誘致や既立地企業の利便性の向上が図られ、文

化財を活用した新たな観光ルートの可能性が広がり、湖東地域の道路交通網の再構築に貢献すること

になると考えられます。

  このような状況において、次のことについて伺います。

（１）今後、開通までの整備計画全体スケジュールはどのようになるのでしょうか。

（２）整備促進期成同盟会の設立時期、構成員、同盟会の役割はどのようになっているのでしょう

      か。

（３）地区協議会の設立時期、構成員、協議会の役割はどのようになっているのでしょうか。

（４）整備のために必要な工事に対する費用の概算額と多賀町の負担額はどのようになるのでしょう

      か。

（５）地元説明会等で出された要望・意見等についてどのように対応されていくのでしょうか。

企 画 課 長



大 橋 富 造 １．公用車にドライブレコー
　　ダー設置を

滋賀県警察本部の資料を見ると平成２９年度中の交通事故統計では発生件数で４、８７６件(前年比
－４１８件)・死者数５５人(対前年比＋２人)・負傷者６，１７８人(対前年比－４７３人)の交通事故
が発生しています。

幸い多賀町内での平成２９年度中の死者数は０人でしたが、町内での事故発生件数は２５件、４０
人が負傷されています。

但し、この数値は町内の居住者とは限りませんが、町内で発生した事故の死傷者数として示されて
います。

このような中、各自治体では公用車運転中に追突・出会い頭の事故や高齢者が関係する事故・交差
点事故、自転車との接触などに巻き込まれるケースは皆無にはならず、職員が所管業務をこなす上
で、公用車の運転は常に緊張感を持って安全運転されていると思いますが、交通事故は予期しない場
面でいくら安全運転をしていても相手側の落ち度により事故に巻き込まれる事もあり得ます。車を運
転する以上、昼夜を問わず常にリスクはついて回ります。

また、事故内容によっては自動車損害賠償保険等の加入義務はされていても高額な損害賠償金を支
払わなくてはならない事例も沢山あり、いくら任意保険に加入していても加害者の場合、不幸して家
庭崩壊に結びつくケースもあります。

職員が公用車を運転するときは「安全な交通ルールを守り、事故に遭わない」事が最前提ですが、
万一の場合の事故検証に・職員の安全運転への意識向上にドライブレコーダーを取り付けられている
自治体が増えてきています。

近隣市町村では、彦根市は公用車100%設置。日野町は3割程度設置。愛荘町は5割程度設置。豊郷町
は100%設置。竜王町はバス１台のみ設置。近隣自治体の中で多賀町と甲良町は未設置。(平成３０年５
月現在)

各自治体では更に設置台数を増やす計画も聞いていますが、公用車をはじめ送迎用マイクロバス・
消防車・広報車・自警団保有の軽トラなど公用車の用途に応じドライブレコーダー設置を強く要望い
たします。

設置されている自治体からの聞き取りでは職員の交通マナー、違反件数・物損、人身的な事故など
も減少したとも聞いています。そこで次の質問についてお伺いします。

（１）ドライブレコーダー設置の計画は。

総 務 課 長

（２）設置計画がある場合、どの範囲・機種・補正を含めた計画は。

（３）機種選定の考え方は



２．多賀町がんばる商店応援補
　　助金について

平成２３年４月１日から「多賀町がんばる商店応援補助金交付要綱」が施行し、多賀町内の商業の
賑わいを創設するために、町内における既存商店の魅力ある店づくりや新規開業者を支援し、地域活
性化と特色あふれる地域づくりに資することを目的とし事業が開始されてきています。

補助金の交付に関して補助金交付規則(昭和６３年多賀町規則第１２号)に規定するもののほか、要
綱に定めた対応がされています。

要綱第２条の中味に添って定義が定められていますが、特に町民から既存商店の魅力ある店づくり
や新規開業者が増えていくことは大変良い事業だと受け止められています。
　当初の開業店舗は、絵馬通りが中心でありましたが、現在は、町内全域に点在しています。

新規開業事業では高額な応援補助金が出されていますが、補助を受けて営業された店がどこにある
のかとか、営業時間がわからないとか、外見から見て営業されているかどうかがわからないなどの町
民からの意見を聞きます。

このような中、補助対象事業者の方は、営業チラシを入れたり、幟、看板などさまざまな工夫をさ
れているお店がある一方、何もされていないお店など、町民の貴重な税金が生かされていない現状も
あるのではないかと思います。
　このような中、以下の項目についてお伺いします。

（１）新規開業事業に補助金を交付されたお店は２９年度末までで何軒か。
（２）交付した額は(店のしつらえ魅力向上事業・新規開業事業・三種の神器整備事業に分けて件数と
      金額を報告願います。)
（３）町商工会員未加入の店舗軒数。(要綱では入るのが規定されているが)
（４）補助対象経費の２分の１以内となっているが、申請資料段階と現実の乖離はないのか。(どのよ
      う な検証をだれがどのように判断されているのか)
（５）新規開業事業については建築費、施工費用など限りなく２社見積をとらせるなど、より正確性
　　　を出せる要綱に変更するべきではないか。
（６）営業形態有無など適時確認など所管課として行政指導をすべきではないか。外見から営業有無
      がわかるもの、パンフ(営業概要など)・・・・
（７）平成３０年度予算６３０万円計上の概要は

産業環境課長



３．役場庁舎内の施設全体の修
　　繕計画の策定を

  庁舎の耐震化工事、太陽光発電設置など計画どおり完了する中、通路全般の内装(壁紙) の剥がれ、
照明器具の老朽化、階段手すりの保護板、全庁舎内トイレの便器、土間の汚れなど経年劣化が目立っ
ています。
  特に壁紙など耐用年数は既に超えており必要な修繕や更新すべき時期に達しています。
  私も昨年度まで他町や県外へ出向く機会も多く、何気なく職場環境や庁内の美化・会議室など管理
が行き届いた環境で職員が仕事に打ち込んでいる姿や、安全面、防火面、書類棚の整理状況などを目
にする機会が多くありました。
  このような中、来庁された方を迎える正面玄関はいきなり下足箱が目に入り、２階に行く場合、所
定のスリッパに履き替えていかなければなりません。また来庁者を案内する先々で壁紙の剥がれや汚
れなどが気になります。長年の風習でスリッパに履き替える庁舎ですが、そろそろ見直すべき段階に
あるのではないでしょうか。他町、他県でこのようなところは、ほとんど見かけません。来庁者は、
驚いておられた方もいました。
  必要な修繕や更新をしないということは、次世代につけをまわしているだけであったり、適切な修
繕を行わないことが、結局必要なかった大規模工事を必要とする事態を招いてしまうという事にもな
りかねません。
  総務省は、総合管理計画の策定・見直しを求めています。公共施設等の状態(建設年度、利用状況、
耐震化の状況、点検、診断結果など)や現状における取組状況(点検・診断・維持管理・修繕・更新の
履歴など)を整理し策定されたい。としています。
  多賀町では、毎年の予算を切り詰めて節約しながら予算執行されてきている中、もう一歩踏み込ん
だ庁舎内の修繕計画を策定すべきと考えます。スリッパへの履き替えや、壁紙の修繕など詳細な部分
も含めた庁舎の修繕計画について町長の考えをお伺いします。

副 町 長

菅 森 照 雄 １．「ふれあいの郷」内の風呂
　　の改修について

  施設の老朽化や利用者の減少などにより風呂の廃止から６年が過ぎました。

私は、平成２６年３月議会と平成２８年９月議会の一般質問において、平成２４年３月に老朽化によ

り廃止された風呂の利活用について質問させていただきました。

見解をまとめてみますと、平成２６年と平成２８年の町長答弁では、取り外せない柱や壁、不整成な

箇所、また会議不足などの状況を踏まえ、ふれあいの郷運営協議会の意見を聞きながら改修を検討す

ると同じ答弁をされています。

（１）現在どのような検討がなされているのか。

（２）改修はされるのか。されないのか。

（３）されるのであれば、いつまでにされるのか。

町 長



１．多賀町公共交通の再編につ
　　いて

  今回提案された再編計画について、①萱原線と大君ヶ畑線の路線バスを廃止し、愛のりタクシーで
の移動手段の確保を図る。②路線バスが廃止される萱原・大君ケ畑線は、朝７時台の便を平日のみ定
時便として運行する。③中学生の通学は通学バスを別途導入する。④料金について、高校生は湖国バ
スの青春フリー定期券と同様とする。ただし多賀町内のみとなる。一般乗客は路線バスとの格差を縮
減するため運賃を５０円引き下げる。⑤愛のりタクシー専用車両としてジャンボタクシー（１０人乗
り）を２台確保し、愛のりタクシーの運行の充実を図る。⑥多賀大社駅前発の愛のりタクシーの最終
便を２便増便することとしています。

① 萱原線、大君ケ畑線の路線バス廃止により路線バス利用者の影響は
② 再編計画の説明会予定集落と説明会の時期は
③ 沿線の住民の高校生、小中学生などの保護者への説明とアンケート実施の考えは
④ 再編後の朝の定期便の路線変更は、路線の見直しは
⑤ 無料の巡回バス運行の再考はできないのか
⑥ 免許証返納者や高齢者の料金割引の考えは

企 画 課 長

２．小学校の英語の教科化につ
　　いて

①新学習指導要領の実施により、小学校で外国語活動、英語教科が実施されることについて対応はどうか。

②教員の負担、他の教科への影響、授業時間はどうなるのか。

学校教育課長

３．小中学校の学校給食の無償
　　化

  給食費は小学校で４０００円、中学校で４５００円の保護者負担となっている。豊郷町など全国の

小学校や中学校で給食費（材料費）の保護者負担を全額補助ないし一部補助する市町村が増えてきて

いる。多賀町でも、子育て世代の経済的負担軽減・子育て支援、少子化対策として、小中学校の給食

費無料化を実施する考えはないか。

教 育 次 長

４．フィットネス＆カルチャー
　  センターの管理運営につい
    て

①５月から再開されたが、利用者の状況はどうか。

②利用日数、時間の改善の考え。

③利用者へのアンケートは。

④用具、マシンの整備更新の考えは。

生涯学習課長

山 口 久 男



尾 谷 忠 之 １．人口減少と少子高齢化対策
    について

　本年３月３０日に各新聞に国立社会保障・人口問題研究所（以下・国立研といいますが）の発表さ
れた２０１５年比推計人口において、各都道府県や市区町村別の２０４５年までの推計値において、
滋賀県の人口減少率は全国６番目の低さながら、減少スピードは５年前の前回推計時より加速した。
市町村間の減少幅は大きな差がつき、お隣の甲良町では１５年の６割弱まで、本町はそれに比べ幾分
数値は良いものの、依然、日本創生会議で発表された「消滅可能性都市」滋賀県では甲良町に次ぐ２
番目の落ち込み指数である。一方、国立研によりますと、滋賀県の下げ幅を抑えている人口増加の市
町はわずか４市町である。湖東地域、彦愛犬地区における愛荘町は６９７人増で３．４％の増加であ
るが、湖北、湖東の人口減少が顕著である。
　国は人口減少に対応する総合戦略本部を発足させ政策を一元化してこの対策に取組み、県は滋賀づ
くり総合戦略を立て、県内市町と連携し１９のプロジェクトを展開している。本町も子育て支援、若
者定住支援や移住支援、医療、福祉の充実、住宅確保、高齢者政策、それと地域コミュニティの活性
化等、未来を見据えての多岐にわたる政策が実行されています。そういった本町の現状を踏まえ、町
長、また担当所管はどのように受け止めているのか、またその検証と今後の対応、政策方針について
問います。

①国立研の１５年比推計人口について、どのうように受け止めているか。

②各所管の政策の見直しや補助金条件範囲の拡大または縮小・補助額の変更または新補助制度は。

③人口減少・少子高齢化に対する各所管の横断的対応の一元化、プロジェクトチーム化が必要では。

④本町の民間による既存宅地造成地への、町外からの転入世帯と町内での異動世帯は。
  （グリーンヒル多賀・神田自治会・グリーンステージ多賀など）

町 長

⑤第５次総合計画（後期基本計画）の２０２０年推計人口と２０２０年目標人口とかなりの乖離があ

  るが、今後の人口推移をどのように推測し、どのような政策が必要と考えているか。



北 川 久 二 １．中央公民館の周辺整備推進
    は

現在、新しい中央公民館の建築工事が今年12月末完成に向け、着々と進められています。また、新
しい中央公民館が多くの町民の生涯学習拠点として利用されるよう愛称を募集され、多数の応募から
「多賀　結いの森」に決定されたところです。

建築工事が完成しますと平成31年度には現在の中央公民館の解体工事と駐車場整備が計画されてお
り、これらの工事が完了することで新しい公民館の完成となりますが、新しい施設は広く多くの方々
が気軽に利用して頂けることが肝要です。

私はその一つとして、現在の状況を踏まえ、周辺整備も必要との観点から平成28年9月議会で4項目
について質問しています。
　今回は、各項目の進捗状況等について質問します。

① 国道306号との交差点改良と多賀方面への歩道設置
  「町道 久徳中川原線については改良済みで、公民館側も改良が必要では。」との項目は、交差点改
  良と併せ隣接するバス停周辺も整備されると町当局より聞いていますが、同一工事として取り組み
  されるのか。また「国道306号の歩道整備は滋賀県道路整備アクションプログラム2013により整備計
 画がされています。中央公民館の交差点から多賀方面の未整備区間の早期実現に向けた要望が必要
 では。」の項目については、事業主体の県へ強く要望されたのかどうか。
②「町道（八重練方面、大岡方面）の拡幅改良が必要では。」の項目は、国道306号交差点から八重練
  方面へ中央公民館の敷地までの区間、約250ｍについては車道部分の拡幅と歩道の新設をするため
  の事業費が今年度に予算化され、関係する地元にも既に説明がされています。今回は大岡方面の拡
  幅の考えについて尋ねるものです。
③「芹川に架かる大手橋の拡幅改良が必要では。」の項目については、橋梁長寿命化事業として取り
　組みされることから平成29年度予算の設計委託費用が30年度に繰越しされたが、拡幅改良されるの
  か。
④「芹川を活用した「やすらぎの創生」の考えは。」の項目については、Ｈ28年9月以降の取り組み状
  況はどうなのか。
以上の4点について、町長の見解を求めるものです。

町 長

２．ささゆり保育園前の町道歩
    道部の整備を

　草木が勢いを増す今の時期になると、道路の路肩部に草が生い茂り道幅や歩道の幅が狭くならざる
を得ない状況です。町が管理している道路の内、幹線道路で特に通行に支障をきたす路線は除草を委
託されているのが現状で、その他については近隣の人や地元の人の善意で管理されていると思ってい
ます。
  その中で、ささゆり保育園前の町道歩道部から隣接する芹川沿岸土地改良区が管理する幹線水路ま
での間、幅約1ｍの部分においても草が繁茂し、転落防止柵を越え歩道部に出ています。保育園の主な
出入り口にあたる延長約110ｍにおいてこの状況が何年も続いています。
  170名を超える園児の通園。多くの園児は車での送迎と思われますが、歩いてや自転車での送迎の方
も居られるのでは。また一般の人の通行もあります。
  歩道を通行される人の安全確保、また保育園の環境への配慮を考えると、歩道部の路肩から幹線水
路までの間に、草が生い茂らない整備が求められますが、担当部署の見解を求めるものです。

地域整備課長



木 下 茂 樹 1. 風・水害の予防対策は万全か 　昨年の度重なる台風豪雨で,避難道が複数ない地域の対策で,国への要望などの長期的ハード面、浚
渫の早期実施、排水路の掃除などのソフト面を通じ,被害発生時に地域の『孤立』は避けなくてはなり
ません。
　最小限に抑制するための対策は万全なのか,危惧するところです。
　そこで、私は,平成28年6月議会での一般質問で,「避難路が一方しかない地域の避難道路確保」を一
般質問しました。
　しかしながら、地勢的に長期的な対応が必要であるため,進展の兆しはありませんが,予防を怠って
の,被害発生は行政の怠慢でしかありません。全国的に被害が集中する,梅雨後期の豪雨、台風シーズ
ンを迎えるにあたり, 被害を最小限に抑制するための予防として,以下について問います。

（１）定期的浚渫が必要な地域の県への要望・要請は

（２）河川から道路へ冠水があったが対策は

（３）複数の避難道がない地域への避難誘導対策は

(1)(2)
地域整備課長

(3)総務課長

２.山間地の農・林業者への機
　 材・設備等の補助は

　本町の基幹産業である農・林業において.少子・高齢化、過疎化の中,国際化での価格低下、国内産
地間競争で,生産者の意欲は低下の一途を辿っている。
  農業において,平地と山間地の格差は拡大し,圃場一面の面積、耕地の安定性、法面率、圃場への距
離、水利の確保、日照・気温の格差、害獣対策など圃場面での規模拡大には自ずと障壁となってい
る。
  また、山間地ほど高齢化が進み.近隣の離農で委託を受けなければならない状況から,農機具購入・
施設の更新を目指しても,融資条件が満たされず規模拡大の障害となっている。
  林業においても同様な状況で,林業従事者の減少、機械化の困難性、導入機械の特殊性など新規参入
どころか,事業維持すら厳しいものがある。
  商業系の後押し施策として『がんばる商店』補助金制度があるが,農・林業への補助金制度はない。
  町民への安心・安全な農産物の提供、高品質な木材提供など,規模拡大によるコストダウンを目指
し,次世代への農・林業の継承など継続的発展のための方策として,意欲的農・林業者へのバックアッ
プとして,購入農・林業機材、施設に『がんばる商店』同様の補助金制度を検討願うものです。
  農・林業者には地域の輪がある事から,安易な申請、逃避の可能性は低く,本町の山間地の農地保
全、地域おこし、過疎化防止策として,効果が高い施策となりうるが,大局的な施策と詳細な条件負荷
を検討願いたい。

(1)　山間地の農・林業者へ支援の必要性は

(2)　地域リーダーに側面からのサポート策は

産業環境課長



竹 内 薫 １．介護予防について   高齢社会が急激に進む中、最近の新聞・テレビに介護予防について、各地で様々な取組が紹介され
るようになって来ました。本町においても、介護予防について、様々な取組をしていただいておりま
す。
　現在、介護をされているご家庭、支援いただく地域の方々、大変なご苦労をいただいております。
特定の方々に負担が集中すると、決して長続きはしません。
　そこで、平成30年度「予算の概要（概略版）」の中の、介護・生活支援事業について質問します。

①介護予防プランの作成とは

②認知症地域支援推進員の配置とは

福祉保健課長

２．新中央公民館「多賀　結い
    の森」利用計画について

　平成31年春には、待望の新中央公民館が、また、多額な建設費を投じた施設が完成します。私は、
完成後、多くの町民の皆さんが、毎日この施設を利用される光景を想像しています。
　今年3月に発行されたvol .05の新中央公民館ができるまでを読ませていただきました。多賀語ろう会
の皆様には、各地へ出向いていただき大変ご苦労を頂いております事に感謝を申し上げます。
　この新中央公民館は、多額の建設費を投じた施設です。前文でも申しましたが、多くの町民の皆さ
んが気軽に利用出来る施設でなければなりません。その為にも、しっかりとした計画が必要です。私
案ですが、たとえば、地域の学校のクラブ活動やサークル活動をされている団体が、定期的に発表で
きる仕組みづくりを考えるなどすれば利用頻度も増えると思います。
　さて、vol .05の新中央公民館ができるまでを読ませていただきましたが、完成後の具体的な利用計
画、あるいは、運営計画が見えません。
　そこで、具体的な利用計画、あるいは、運営計画について、完成後の披露について質問します。

①具体的な利用計画、運営計画について

②完成式披露について

生涯学習課長



川 岸　真 喜 １．河川の監視体制の充実を 多賀町地域防災計画の中では、風水害時の警戒態勢として、地域整備課が「河川巡視による情報収
集」をおこなうと書かれている。

①河川巡視は、具体的にどのような体制なのか。車両、人数、巡視場所、巡視時間の間隔、情報の伝
達先など。
②河川の情報収集は、目視よりも確実な方法が必要であると考える。センサーや監視カメラを設置す
る考えは。
③土砂災害について。住宅のある区域は、イエローゾーン、レッドゾーンにより、警戒区域が示され
ている。（昨年の地すべりは、住宅のない区域で発生した。）
大滝地域は藤瀬から上流の地域はほとんどが、イエローゾーンのなかで生活していると言っても過言
ではない。レッドゾーンへは、急傾斜対策工事がおこなわれてきた。
レッドゾーンへの警戒態勢については、地域防災計画に明記されていない。集落の自警団との連携す
る際にも、レッドゾーンの警戒を指示されることはない。土砂災害の警戒態勢を日頃のソフト事業と
しての啓発も含めて具体的な対策は。

① 総 務 課 長

② 地 域 整 備
課 長

③ 総 務 課 長

２．汚水処理施設の今後は 汚水処理サービスは将来にわたっても必要なインフラ整備である。集落の住環境向上には必要であ
る。公共下水道、集落排水・合併処理浄化槽が、同等の機能・性能を持っている。地形的条件などに
より、整備が進められた。
  今年度から、公共下水道の企業会計化に向けた取組みが始まる。

農業集落排水施設の維持管理の財政負担が問題になるが、コスト削減の発想は必要だが、黒字・赤
字という視点は排除すべきである。維持管理費を使用料でまかなうのは不可能である。一般会計から
の補てんが必要である。

農業集落排水施設については地形や世帯数から整備が必要とされた２箇所に整備された。整備当時
の字内での苦労を考えると、１００人規模でも持続可能な施設として運営できるよう施設の存続を申
し入れたい。

合併処理浄化槽は保守点検、清掃、法定検査などの維持管理が年間で５人槽で６０，０００円とい
われている。専門業者への委託が必要である。

①老朽化する農業集落排水施設の長寿命化は。また持続可能な施設となるための改善点は。
②浄化槽設置の補助制度はあるのか。
③下水道の企業会計化にする利点は。

地域整備課長



川 添　武 史 １．就学前教育の取り組みと課
    題は

（１）多賀ささゆり保育園の入園者の低年齢化が進んでいる。今後の見込みと対応（保育士の確保な

　　　ど）はどのように考えているのか。

教 育 次 長

２．生活困窮家庭の児童・生徒
    への支援は

（１）生活困窮家庭の児童・生徒が増え、世間では問題となっている。多賀町における状況と支援に

      ついてどのような施策をとっているのか。また、今後の施策はどのように考えているのか。

教 育 次 長

３．本町の将来に向けた農業施
    策は

（１）全国的に農業の抱える課題が山積している。多賀町の抱える課題と今後の農業施策について
 
    （新規就農者の確保など）どのような施策で多賀町の農業を守っていくのか。

（２）「まち・ひと・しごと創生総合戦略」での農業の取り組みの進捗状況について問う。

町 長


